
 

交 流 研 究 員 受 入 れ 要 領 

 

１．受入期間    令和７年４月１日  ～  令和８年３月３１日 

                原則上記期間中６ヶ月以上の期間 

 

２．申請期間    令和６年１０月１日（火）～ 令和６年１２月５日（木） 

 

３．定    員    ６３名 

ただし、応募人数が定員内であっても、国土技術政策総合研究所の指導を 

受けるために必要な能力その他適格性の有無や研究室の受入れ体制が確保

できない等により、ご希望に添えない場合があります。 

 

４．指導内容    別添「令和７年度交流研究員受入れ課題一覧表」中の、指導を希望する研

究課題に関する技術指導等を行います。（応募状況によってはご希望に添

えない場合があります。） 

 

５．応募資格     

  (１)申請機関 

  次の①～③までのうち、いずれかの要件を満たす機関 

    ① 国家機関、地方公共団体、国土交通省設置法第４条第１項第２８号の資産等を定める

政令(平成１２年政令第２９７号)第２条に規定する公共的団体及び日本下水道事業団 

    ② 別添「令和７年度交流研究員受入れ課題一覧表」の課題のうち指導を希望する課題に

対して関連業務の実績を有する一般社団法人または一般財団法人 

    ③ 別添「令和７年度交流研究員受入れ課題一覧表」の課題のうち指導を希望する課題に

対して関連業務の実績を有する民間企業（ただし、受入開始日前１年間に営業停止命令

及び業務停止命令を受けた民間企業は除く） 

 

  (２)応募者 

  次の①及び②の要件を満たす者 

    ① 指導を希望する研究課題に関連する業務の実績を有する者 

② 指導を希望する研究課題に関連する業務について、４年以上（修士の場合は２年以 

上）の経験年数を有する者（令和７年３月３１日までの見込み含む） 

 

６．受入条件  申請にあたっては、別紙の「受入れ条件」を十分ご確認ください。 

【主な留意事項】 

申請機関は、当研究所が当該交流研究員の受入れを行っている間に発注する以下の業務に

ついて受注できません。なお、発注には、契約までに行う全ての手続き（公告等）が含まれ

ます。 

・当該交流研究員の受入研究室が発注する業務 

・当該交流研究員の受入研究室以外の研究室が発注する業務のうち、当該交流研究員が

担当する研究課題に関連する業務※ 

※「令和７年度交流研究員受入れ課題一覧表」の「受入研究課題に関連する研究室及び

研究課題」参照 

 



 

 

 

 

７．申    請 

以下の申請書類に必要事項を記入のうえ、メールにて申請してください。 

また、申請の際は、メールの件名に希望する“課題番号”の記載をお願いいたします。 

（メールによりがたい場合は、郵送での申請も可能です。） 

 

【申請書類】 

・ 交流研究員受入れ申請書 

・ 交流研究員人事記録（写真を貼付けること） ※写真データ使用可 

・ 申請機関及び交流研究員の関連業務実績調書 

（申請機関が上記５．応募資格（１）申請機関の①に該当する場合は、「申請機関」の

関連業務実績の記載は不要） 

 

８．申請書類の送付先 

E-mail：nil-kouryuuken-ukeire@gxb.mlit.go.jp（つくば・横須賀共通） 

 

（郵送の場合） 

・受入れ課題番号：１～８８ 

〒３０５－０８０４  茨城県つくば市旭１番地 

国土交通省 国土技術政策総合研究所（つくば庁舎） 

企画部 企画課 調整係  担当：小川、底 

ＴＥＬ ０２９－８６４－４２８３ 

・受入れ課題番号：８９～９７ 

〒２３９－０８２６  神奈川県横須賀市長瀬３丁目１番１号       

国土交通省 国土技術政策総合研究所（横須賀庁舎） 

管理調整部 企画調整課 企画係 担当：村田 

ＴＥＬ ０４６－８４４－５０１９ 

 

※その他、申請にあたってご不明な点等ございましたら、応募先庁舎の担当者（上記参照）

までお問い合わせ下さい。 

 

９．その他 

・交流研究員は、国土交通本省の定める「国土技術政策総合研究所部外研究員受入れ規程」

に基づく部外研究員を指します。 

・令和６年度以前に受入れ実績を有する応募者の受入れは、通算で２年を超えないことを原

則とします。 

・同一機関から同一研究室への連続受入可能人数は原則３人までとします。 

・申請書を受理してから受入れ承認までの期間中に、当研究所から指名停止処分を受けた場

合は受入れを見合わせます。 
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